
（様式－１ 表紙） 
 
 

 １ 調査名称：藤沢市都市交通体系策定業務委託 

 
 
 
 ２ 調査主体：藤沢市 
 
 
 ３ 調査圏域：藤沢市全域 
 
 
 ４ 調査期間：平成２３年度 
 
 
 ５ 調査概要： 

   平成２０年度の東京都市圏パーソントリップ調査の結果等に基づき、今後藤沢

市で策定を検討している交通マスタープランに供する基礎的資料を作成するとと

もに、策定に向けた課題の整理、今後の交通施策の基本方針のたたき台を作成す

ることを目的として実施した。 

   既存の交通データの分析のほか、約6,500人を対象とした市民意識調査を実施し、

市民の交通に関する意識を把握した。また、将来交通需要推計モデルの構築によ

り交通量推計を行い、道路交通及びバス交通それぞれについて将来交通量配分を

実施し、藤沢市における交通政策（道路交通施策、公共交通施策、自転車交通施

策等）の方向性をとりまとめた。 
 
 
 
 



（様式－２ａ 調査概要） 
 

Ⅰ 調査概要 

 
１ 調査名：藤沢市都市交通体系策定業務委託 
 
２ 報告書目次 

 
≪交通マスタープラン編≫ 

 

第Ⅰ編 交通マスタープランの検討 
第１章 交通マスタープランの策定にあたって 
第２章 現状と課題 
第３章 基本目標と基本交通体系 

  ３－１．上位計画・関連計画 
３－２．藤沢市の将来都市構造 
３－３．基本目標と基本交通体系 

第４章 交通施策体系 
  ４－１．公共交通施策 

４－２．自転車・歩行者交通施策 
４－３．道路交通施策（ＴＤＭ・モビリティマネジメント施策を含む） 

第５章 交通マスタープランの策定・推進に向けて 
５－１．交通マスタープランの策定 
５－２．施策展開の具体化と推進方策 
５－３．計画の進行管理・評価と定期的な見直し 

 
第Ⅱ編 個別交通施策の検討 
第１章 「自転車・歩行者交通施策」の検討 
第２章 公共交通ネットワークの構築の検討 
第３章（仮）村岡新駅へのアクセスに関して鎌倉市との連携に対する検討 

 
 
≪調査解析・課題整理編≫ 

 

第１章 現況分析・課題整理 
１－１．社会経済状況・交通関連データ解析 
１－２．市民意識調査の実施と分析 

 
第２章 将来交通需要推計・評価 
２－１．将来交通需要推計モデルの構築 
２－２．将来人口設定・将来交通需要推計結果 

 
 
≪パンフレット≫ 

 



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 
 
３ 調査体制 

 
  委員会、幹事会等の設置なし 
 
 
 
４ 委員会名簿等： 

   
該当なし 

 
 
 
 
 
 



（様式－３ａ 調査成果） 
 
Ⅱ 調査成果 

 
１ 調査目的 

平成２０年度の東京都市圏パーソントリップ調査の結果等に基づき、今後藤沢市で

策定を検討している交通マスタープランに供する基礎的資料を作成するとともに、策

定に向けた課題の整理、今後の交通施策の基本方針のたたき台を作成することを目的

として実施した。 
 
 
２ 調査フロー 

 

３．将来交通需要推計

４．交通マスタープランの方向性に関する検討

５．パンフレットの作成
・現況パンフレットの作成

１．現況および将来都市構造の把握

（1）平成20年度パーソントリッ
プ調査から藤沢市の交通実
態を分析
・H20PTを用いた現況課題分析
　など

（2）現況の都市構造・交通
　特性と需要の将来見通し
・H20PTの将来交通需要分
  析　など

（4）本市の将来都市構造
・人口フレームの検討

２．交通政策の基本方針

（1）前回調査から想定される
　　需給バランスの仮定的評価
・最新の人口や交通需要変化を
　踏まえた需給バランスの再検討

（2）推計モデル設定のための
　　 基本方針の設定
・人口フレーム
・交通施策 など

（1）推計モデルの構築
・ネットワークの作成
・交通需要推計モデルの
　構築　など

（2）将来交通需要
の推計
・人口配置、交通施策
　の組合せによる推計

（3）需要推計から道
路網、公共交通網
の需給バランスの
評価

（1）上位計画、関連
　　 計画の整理

（2）藤沢市の交通に係
る課題の抽出と整理

（3）都市交通体系の
　　 基本方針の検討
・基本目標
・基本交通体系
　（公共交通、自転車・
歩行者交通、道路交通）

（4）個別交通施策の検討

・自転車・歩行者交通施策
・公共交通ネットワークの構築
・(仮)村岡新駅へのアクセス

（3）市民意識調査の実施
・市民意識調査の
　企画・実施
・市民意識調査の
　集計・整理

 



３ 調査圏域図 

 

 



（様式－３ｂ 調査成果） 
４ 調査成果 

 
１．交通マスタープランの策定にあたって 

 

１－１．交通マスタープランの必要性 

藤沢市では、平成14年度に『藤沢市都市交通体系計画』を取りまとめているが、「藤

沢市新総合計画」が平成23年4月に策定、「藤沢市都市マスタープラン」が平成23年3
月に改定され、新たな将来都市像を見据えた交通施策の基本方針を示した『交通マス

タープラン』の策定が必要となっている。 
また、これからの少子高齢社会を踏まえ、これまで計画・実施している交通施策を

単に継続的に進めるというだけではなく、最新の交通需要による需要に見合った交通

施設整備や、市民感覚に合った交通サービスの提供、既存計画・事業の効果を高める

ための総合的な施策展開といった観点を考慮した、新たな『交通マスタープラン』の

策定が必要である。 
 
１－２．計画の位置付け 

「藤沢市都市マスタープラン（平成23年3月改定）」を上位計画とした交通部門の

基本計画である。 
 

藤沢市新総合計画
（平成23年4月策定）

藤沢市都市マスタープラン
（平成23年3月改定）

藤沢市総合交通計画
（藤沢市交通マスタープラン）

国や神奈川県などの計画

・かながわ都市マスタープラン
（平成19年10月改定）
・かながわ交通計画
（平成19年10月改定）
・運輸政策審議会答申第１８号
　（平成12年1月答申）　　　　 等

藤沢市の諸計画

・藤沢市環境基本計画
・藤沢市地球温暖化対策実行計画
・藤沢市交通バリアフリー化基本方針
・町田市産業振興計画
・藤沢市地域防災計画
・ふじさわ障がい者計画　　等  

図 交通マスタープランと上位・関連計画との関係 

 
１－３．計画の期間 

概ね20年後の平成42年とする。 
 
１－４．対象区域 

藤沢市全域を対象区域とする。 



２．現状と課題 

 
  都市特性・拠点構造、道路交通、公共交通、自転車・歩行者交通からみた現状・課

題を整理すると次のとおりである。 
 

表 現状・課題のまとめ 
 現状 課題 

都市 
特性 
・ 
拠点 
構造 
 

・夜間人口は、40.6 万人（平成 22 年時点）で増加
傾向、高齢者の割合は平成 22 年の 20％から平成
42 年には 29％に急伸 

・従業人口は、15.9 万人（平成 22 年）で減少傾向
・駅周辺の拠点に加え、湘南ライフタウンや慶応大

学湘南藤沢キャンパス等鉄道駅から離れた地域に
も拠点が点在 

・今後の少子高齢化社会への対応（高齢者
等の生活交通手段対策） 

 
 
・鉄道駅から離れた交通不便地域における

最寄り駅までのアクセス手段の確保 

・都市規模は藤沢駅周辺が突出しており、鉄道沿線
に中規模の核が存在 

・新たなまちづくりが進展（辻堂駅周辺、村岡・深
沢地区、慶應大学周辺、湘南ライフタウン等） 

・藤沢駅周辺に人が集まる都市構造のた
め、様々な中心市街地の交通問題が顕在

（中心市街地の交通渋滞、路上駐車、放置
自転車、歩行者・自転車の安全性確保、
荷捌き対策等） 

道路 
交通 
 

・東西方向は、国道１号、国道 134 号、戸塚茅ヶ崎
線、藤沢鎌倉線、伊勢原藤沢線等が交通軸である
が、戸塚茅ヶ崎線などで道路混雑が発生 

・南北方向は、国道 467 号、藤沢厚木線、横浜藤沢
線等が交通軸であり、国道 467 号や藤沢厚木線を
中心に道路混雑が発生 

（ただし、都計道整備率は約 70％であり概成を合わ
せると約 75％、幹線街路の整備密度も 1.6km/km2

と神奈川県内 19 市の平均 0.8km/km2より高い） 
・道路財源の縮小化により大幅な道路整備の進捗は

見込めない 
・市民の道路混雑に対する不満はそれほど高くない

・幹線道路の交通渋滞解消に向けた効率的
かつ効果的な交通対策の推進（道路整
備、モビリティマネジメント（自動車利
用抑制対策）等） 

 
 
・渋滞解消に資する既計画の整備推進（横

浜湘南道路、さがみ縦貫道路等） 
 

公共 
交通 
 

・鉄道、地下鉄が縦横に網羅されており（東西方向：
ＪＲ東海道線、相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄
１号線、南北方向：小田急江ノ島線・江ノ島電鉄
線）であり、その他地域はバスが主要な交通手段

・御所見地区など北部地域を中心に交通不便地域が
存在 

・藤沢駅、辻堂駅、湘南台駅がバス路線の幹線軸と
なっており、朝夕の通勤通学時などを中心に定時
性・速達性に課題 

・村岡新駅、辻堂駅など隣接市との関連性が強い駅
も多く抱え、広域的に連携した交通施策を考える
必要がある 

・バス交通に対する市民の不満は高く、取組重要度
も高い 

 
 
 
 
・交通不便地域を網羅する相鉄いずみ野線

延伸（湘南台～平塚）の実現 
・バス交通の円滑な走行を支える道路整
備・道路改良の実施 

 
・密接に関連する周辺地域も含めた公共交

通ネットワークの構築 
 
・市民の不満を乗り除き、地域に応じた利

用しやすいバス交通対策の実施 

自転車 
歩行者 
交通 

・藤沢駅、湘南台駅、辻堂駅を中心として、鉄道駅
周辺の放置自転車問題が発生 

・藤沢駅は自転車等駐車場が不足（市内では藤沢駅
のみ放置自転車台数が施設空き台数を上回る） 

 
・自転車が安心して通行できる自転車走行空間が少

ない 
・他の施策に比べて、特に自転車走行空間、自転車

駐車空間に対する不満が高く、取組重要度も高い

・放置自転車の削減に向けた駐車対策の推
進（自転車等駐車場の整備、放置自転車
の取締強化、コミュニティサイクルの導
入等） 

 
・安全性に配慮した自転車走行空間の構築
 
・総合的な自転車交通対策の実施（計画策

定を含む） 

 



３．基本目標と基本交通体系 

 

上位計画・関連計画、藤沢市の交通に係る課題を踏まえ、都市交通体系の基本方針

を次のように設定する。 
特に、市民意識調査で「自転車交通施策」及び「バス交通施策」が重点施策として

挙げられていることから、両施策を重点施策と捉え、交通施策の具体化を図るものと

する。 
「道路交通施策」は、「道路ネットワーク施策」及び「ＴＤＭ・モビリティマネジメ

ント施策」を柱として、公共交通施策及び自転車・歩行者交通施策を推進していく上

で必要不可欠であり、「道路交通施策」を加えた３施策群をパッケージ施策として位置

付ける。 
なお、「土地利用施策」については、本計画の上位計画となる都市マスタープランの

考え方を受け、低炭素型社会構築に向けて、拠点性の高い都市づくり（エコ･コンパク

トシティ、集約型都市構造）を目指すものとし、それを実現するための交通施策を展

開するものとする。 

「安全・安心・
快適」

な移動の
実現

「円滑・
モビリティ」

の向上

「にぎわい・
交流」
の増進

「環境」
負荷の
軽減

　
　

自
立
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
都
市

藤沢市の将来都市像
（都市マスタープランより）

１
健康にいきいき
とくらせる都市

４
地球環境と

共生する都市

目指すべき目標を実現
するための「都市交通

体系」のあり方

都市交通の
目指すべき目標

３
持続的に活力を
創造できる都市

２
個性ある地域で
構成される都市

土地利用施策

＜公共交通基盤を
軸とした低炭素型の
集約型都市構造＞

交通施策

公共交通施策
（鉄道・バスなど）

自転車・歩行者
交通施策

道路交通
施策

 
図 基本目標及び基本交通体系 



４．基本施策体系 

 

（１）公共交通施策 

 

○ 幹線鉄道網の形成 

超高齢社会や地球環境との共生を見据え、より多くの人が移動しやすい、低炭素

型交通環境の形成を目指すため、本市の北部地域を東西に貫く、相鉄いずみ野線の

延伸を目指す。また、新たな都市拠点の整備と鉄道利便性の強化を図るため、村岡

新駅の設置検討を進める。 

 

○ バス交通網の再編強化 

公共交通不便地域の解消、環境との共生や自家用車からバスへの転換、高齢社会

への対応を図ることを目的に、交通体系の改善の一環として、バス交通網の再編強

化を検討する。 
  再編にあたっては、定時性、速達性を図るため、長トリップのバス交通を短トリ

ップへ、特に駅目的に合わせたバス交通の強化を図る。 
 

○ 既存バスサービスではカバーしきれない地域ニーズへの対応強化 

既存のバスサービスではカバーしきれない地域ニーズに対しては、コミュニティ

バス、乗合タクシーの導入を検討する。 
 
○ 公共交通サービスの充実 

   既存の交通基盤や情報網を活用し、公共交通利便性を向上させる交通施策の導入

を検討する。 

 

（２）主要施策案 

 

・相鉄いずみ野線延伸（湘南台～慶応義塾大学 SFC～平塚方面） 

・ＪＲ村岡新駅の拠点整備 

・地域公共交通システムの再構築 

・広域的な幹線公共交通ネットワーク構築（鉄道・LRT、路線バス・連節バス） 

・幹線公共交通ネットワークを支える支線公共交通網の構築（コミュニティバス、

乗合タクシー、デマンド型交通等） 

・バス利便性向上 

・ＰＴＰＳ・バス優先レーン導入（辻堂駅遠藤線、高倉遠藤線、亀井野二本松線 等）

・バスロケーションシステムの整備 

・バリアフリー化（鉄道駅舎・鉄道車両のバリアフリー化やノンステップバス導入

推進） 

 



■ 藤沢市の今後の公共交通ネットワーク構築の基本的考え方について 

 
今後の公共交通ネットワークの構築に向けては、需要規模に応じた多様な手段の活

用（鉄道～バス～タクシー等）、事業性（事業期間）等を踏まえた、各期における適

切な手段選択による段階的な公共交通ネットワーク形成が必要である。 
そのため、幹線系と支線系に分け、効率的かつ効果的なネットワークの構築が求め

られる。また、幹線と支線を乗り継ぐ場合は、乗継拠点を整備し、利用者が円滑に不

便なく移動できる仕組みづくりが必要である。 
なお、幹線系とは鉄道や連節バス等を示し、高頻度で定時性・速達性が確保された

公共交通と位置付ける。また、支線系とは、小型需要に対応し、需要密度や市民ニー

ズに対応した路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー、デマンド交通等と位置付

ける。 

都市の拠点
【幹線系（鉄道・連節バス等）】
　○高頻度運行
　　　⇒ 市民ニーズに対応した運行本数を確保。
　　　　　場合によっては、鉄道とバスの組合せで

　　　　　本数を確保することも考えられる

　○定時性・速達性確保
　　　⇒ 急行便（高い直行性）と各停便（沿線市街地
　　　　　対応）の併用による高サービスを提供

　○途中停留所の整備
　　　⇒ 人口密度の高い地域においては、サイクル＆
　　　　　ライド等の他手段との結節施設を整備

【乗継拠点】
○乗継時間の短縮
　　⇒ 速達性を向上させるために、
　　　幹線－支線間での乗継時間を
　　　短縮（市民ニーズに対応した時間）

○乗継運賃割引
　　⇒ 乗継抵抗緩和のために、運賃
　　　割引を導入

○待合環境の改善・整備
　　⇒ 既存施設等の有効活用、上屋・
　　　ベンチ等の設置

○他手段との連携
　　⇒ 自動車・自転車との連携に向け
　　　た駐車場、　駐輪場の整備
　　　（既存施設の活用）

【支線（路線バス再編・小型需要対応）】
　○多様な手段の活用
　　　⇒ 需要密度・市民ニーズに対応した手段（路線
　　　　　バス、コミュニティバス、乗合タクシー、デマンド
　　　　　型交通等）の導入

　○多様な主体の活用
　　　⇒ 交通事業者による対応に限らず、ＮＰＯ等を
　　　　　含めた多様な主体による運営・運行

需要規模に応じた
多様な手段の活用

（鉄道～バス～タクシー等）

事業性（事業期間）等を踏まえた、
各期における適切な手段選択
（段階的なネットワーク形成）

藤沢市の今後の公共交通ネットワークの構築の考え方

藤沢市の将来公共交通ネットワークイメージ
（幹線系と支線系による効率的・効果的ネットワーク）

 
図 将来公共交通ネットワークの基本的考え方 

 



 
図 藤沢市の将来公共交通体系イメージ 



（参考図）将来幹線バス需要 

 



４－２．自転車・歩行者交通施策 
 

 自転車・歩行者交通施策の基本方針及び主要施策を次のように定め、施策の実現に向

けた推進を図る。 

 自転車施策については、別途策定を進める「自転車利用環境整備計画」の施策の実現

を図る。 

 

（１）自転車・歩行者交通施策の基本方針 

 

○ 自転車・歩行者移動環境の改善・確保 

   自家用自動車交通のみに依拠せずに活動できる都市を目指すため、歩行者や自転

車が安全で快適に利用できる道路空間・道路環境の改善・確保に取り組む。 
 

○ 自転車利用環境整備計画に基づく施策の推進 

低炭素社会の構築に向けて、環境負荷の少ない自転車の安全で快適な利用を推進

する自転車交通施策（走行環境整備、駐輪環境整備、利用促進、ルール・マナー向

上）を推進する。 
 

 

（２）主要施策案 

 

・自転車利用環境整備計画の策定とそれに基づく施策の実施 

・既存駐輪場の利用促進（定期・非定期利用、料金施策の見直し） 

・新たな駐輪場の整備（藤沢駅） 

・放置自転車の取締強化（藤沢駅、湘南台駅、辻堂駅） 

・コミュニティサイクルの導入 

・自転車道整備、既存道路空間の再構築による自転車走行空間の確保（藤沢駅周辺

等） 

・自転車利用促進（自転車マップ等） 

・ルール・マナー向上の啓発活動推進 

・歩道整備・バリアフリー化の推進（特に、藤沢駅周辺，六会日大前駅周辺，善行

駅周辺） 



４－３．道路交通施策（ＴＤＭ・モビリティマネジメント施策を含む） 
 

 道路交通施策の基本方針及び主要施策を次のように定め、施策の実現に向けた推進を

図る。 

 

（１）道路交通施策の基本方針 

 

  ○ ラダー型の幹線道路ネットワークの形成 

本市の南部・北部の市街地を東西に貫く、全国あるいは首都圏間を連絡する自動

車専用道路と、この南北市街地間を連絡する骨格的な幹線道路を整備・充実し、ラ

ダー型の幹線交通軸を形成する。 

 

  ○ 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築 

   道路は、災害時においては市民の命綱になるものであり、市民の避難や救急・救

援活動あるいは延焼防止など、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークを構築す

る。 
 
  ○ 自動車利用の効率化や公共交通への利用転換の推進 

   自動車利用の自粛の呼びかけ、公共交通への転換促進、自動車の乗り方の工夫、

自動車利用の調整・抑制、物流システムの効率化、経路変更の促進、就業場所や勤

務時間の工夫、駐車の仕方や駐車場の使い方の工夫といった、いくつかの施策を効

果的に組み合わせることにより、自動車本来の機能の回復を図るとともに、低炭素

型の都市環境を形成する。 

 

（２）主要施策案 

 

・幹線道路の整備促進（横浜湘南道路，さがみ縦貫道路，新東名高速道路、横浜藤沢

線，藤沢厚木線，横浜伊勢原線等） 

・道路空間の再構築（交差点改良、道路断面構成の見直し） 

・都市計画道路の見直し（必要性の低い都市計画道路の廃止・変更） 

・ＴＤＭ施策・モビリティマネジメントの促進（ノーマイカーデーの実施、モビリテ

ィマネジメント：自家用車から公共交通機関への転換（学校教育、転居者等）、道路

利用の効率化） 

・カーシェアリングの導入促進 

・駐車場整備・駐車場利用の適正化 

・パーク＆ライド 、ロードプライシング など中心地への車の乗り入れ抑制策の検討

・エコドライブ・アイドリングストップの啓発 



（参考図）将来道路網及び将来自動車需要 

 


